
 

 

 

 

 函館市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年７月１４日 

 

                  函館市長 大 泉   潤 

 

函館市条例第３１号 

   函館市営住宅条例の一部を改正する条例 

 函館市営住宅条例（平成９年函館市条例第２９号）の一部を次のよう

に改正する。 

目次中 

「第２節 駐車場の管理（第５８条の９～第５８条の１３） 」を 

「第２節 駐車場の管理（第５８条の９～第５８条の１３）  

 第３節 特定共同浴場の管理（第５８条の１４～第５８条の に改め 

１８）                    」 

る。 

第２１条第３号中「共同施設」の後ろに「（第５８条の１４に規定す

る特定共同浴場を除く。）」を加える。 

第７章に次の１節を加える。 

   第３節 特定共同浴場の管理 

（使用者の範囲） 

第58条の14 健全な地域社会の形成のために特に必要と認められるもの

として規則で定める共同浴場（以下「特定共同浴場」という。）の使

用は，入居者および同居者のほか，これらの者以外の者もすることが

できる。 

（使用の拒否等） 

第58条の15 市長は，特定共同浴場を使用する者が次の各号のいずれか

に該当するときは，使用を拒否し，または退場させることができる。  

(1) 秩序もしくは風紀を乱し，または他人に迷惑を及ぼすおそれがあ



 

 

ると認められるとき。 

(2) 建物，附属設備等を損傷し，汚損し，または滅失するおそれがあ

ると認められるとき。 

(3) その他特定共同浴場の管理上支障があると認められるとき。  

（使用料） 

第58条の16 特定共同浴場を使用しようとする者は，あらかじめ，別表

に定める使用料を納めなければならない。 

２ 市長は，公益上その他特に必要があると認めるときは，前項の使用

料を減免することができる。 

（使用料の不還付） 

第58条の17 既納の使用料は，還付しない。ただし，市長は，特別の理

由があると認めるときは，その全部または一部を還付することができ

る。 

（管理に関する規定の準用） 

第58条の18 第２２条の規定は，特定共同浴場の管理について準用する。

この場合において，同条中「入居者」とあるのは「特定共同浴場の使

用者」と，同条第１項中「市営住宅等」とあるのは「特定共同浴場」

と，同条第２項中「市営住宅または共同施設」とあるのは「特定共同

浴場」と読み替えるものとする。 

第６１条第２項第３号中「市営住宅等」の後ろに「（特定共同浴場を

除く。次号において同じ。）」を加える。 

 附則の次に次の別表を加える。 

 

別表（第５８条の１６関係） 

区   分 使 用 料 

大人（１２歳以上の者をいう。） ４８０円 

中人（６歳以上１２歳未満の者をいう。） １４０円 

小人（６歳未満の者をいう。） ７０円 

使用回数券（大人１１回券） ４，８００円 

 



 

 

附 則 

 この条例は，令和５年１０月１７日から施行する。 

 

 

 

 


